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地域安全情報倒木、枝・雑草の伐採

人と街をアートでつなぐ
ギャラリーの参加型イベントをつくろう！

協働のまちづくりワークショップ　参加者募集
　「図書とアートを核にした、にぎわいあふれる施設
づくり」をコンセプトに、土浦駅前で建設が進む複合
施設。その中に、土浦市で初めての本格的なギャラリー
がオープンします。
　このワークショップでは、ギャラリーを活用して、
どのように「人と街をアートでつなぐ」ことができる
か、具体的な「市民参加型のイベント」を考えます。
　さあ、みんなで楽しいイベントを企画しましょう！

日 10月３・17・31日、11月14・21日、12月５・12日（各月曜日、全７回）  午後１時30分～４時00分
※部分参加も可能ですが、多くの回に参加できる方を優先します。
場市役所本庁舎２階　研修室２ほか
講進行役／徳田太郎さん（日本ファシリテーション協会）
対市内に居住または通勤・通学している方、市内で活動を行っている方
※特に若い方の参加をお待ちしています。
定 30人（先着順）
申住所、氏名、連絡先を電話、ファクスまたは郵送で
〆９月20日（火）

問市民活動課（☎826-1111 内線2234　 FAX822-9252）

　私有地から道路や歩道への倒木、枝の張り出しに
より、通行の支障になっている所が見受けられます。
これらが原因で、車両や歩行者に事故が発生したと
きは、当該樹木の所有者の責任を問われるときがあ
りますので、樹木の伐採または枝払いをお願いしま
す。特に、強風や大雨の後は注意するようご協力を
お願いします。
　また、私有地から公道に張り出す雑草についても、
同様に管理をお願いします。

私有地から道路へ張り出した
　　　　倒木、枝・雑草の伐採をお願いします

◉伐採が必要な場合の具体例
・道路、歩道へ樹木が張り出している状態
・枯れ木、折れ枝などにより通行障害がある（また

はその恐れがある）状態
・竹林の繁茂による通行障害がある（またはその恐

れがある）状態
・雑草が公道上に伸び、通行障害がある、または見

通しが悪い状態

・電線や電話線のある場所での作業は、事前に東
京電力またはNTTに連絡し、立会いのもとで
行ってください。

・通行車両、自転車、歩行者の安全確保と、樹木
からの転落防止などに十分気をつけてください。

作業時の注意点

問県道：土浦土木事務所道路管理課（☎822‐4346）
市道：市道路課（☎826‐1111　内線2394）　　　

私有地 私有地車道 歩道

伐採が必要な所


